
 

第４章 地域医療構想 

第１節 地域医療構想について 

１ 地域医療構想の目的 

地域医療構想は、平成２６年６月に公布された「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進

法）」により改正された医療法で新たに規定され、医療計画の一部として位置付けら

れています。（医療法第３０条の４第２項） 

令和７年に向けて、少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療・介護資源を

効果的・効率的に活用し、県民が地域において安心で質の高い医療・介護サービスが

受けられるよう、医療機関の病床機能の分化と連携を推進することを目的としたもの

です。 

厚生労働省は、都道府県が地域医療構想を策定する際のガイドラインを策定し、都

道府県に示しました。（平成２７年３月３１日） 

２ 構想区域 

一体区域として地域における病床の機能の分化と連携を推進することが相当であ

ると認められる区域を「構想区域」として定めることとされています。（医療法第  

３０条の４第２項第７号） 

構想区域の設定に当たっては、二次保健医療圏を原則としつつ、将来（令和７年）

における人口規模、患者の受療動向（流出・流入率）、疾病構造の変化等を考慮するこ

ととされています。 

３ 地域医療構想の内容 

・構想区域 

・構想区域における将来の病床の機能区分ごとの必要病床数 

・構想区域における将来の在宅医療等の必要量 

・地域医療構想の達成に向けた病床機能の分化と連携の推進に関する事項 
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４ 病床機能報告制度 

医療機関（一般・療養病床を有する病院及び診療所）が、その有する病床において

担っている医療機能の現状と、令和７年における予定を都道府県に報告する制度です。 

病床の機能の分化及び連携の推進のため、平成２６年１０月から運用が開始されまし

た（医療法第３０条の１３）。 

各医療機関は病棟単位で「高度急性期機能」、「急性期機能」、「回復期機能」、「慢性

期機能」の４区分から選択した病床機能を報告することとなっています。さらに、具

体的な医療の内容に関する項目や構造設備・人員配置等に関する項目についても報告

することとされ、毎年７月１日の状況を、その年の１０月中に報告します。 

また、都道府県は、省令で定めるところにより報告された事項を公表しなければな

らないこととされ、千葉県ホームページに掲載しています。報告された情報を広く公

表するとともに、地域保健医療連携・地域医療構想調整会議等でも結果を共有するこ

とで、関係者が地域の医療体制について共通認識を形成し、地域医療構想の実現に向

けた各医療機関の自主的な取組や相互の協議が進むよう促していきます。さらに、患

者や住民が自身に合った適切な医療機関を受診し、地域の医師が患者を適切な医療機

関へ紹介できるような環境を整備することを目指します。 

 

病床機能報告の結果は千葉県ホームページで公表しています。 

 千葉県病床機能報告  

 

図表 医療機能の名称及び内容 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 

○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特

に高い医療を提供する機能  

（救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療

室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室で

あるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供

する病棟） 

急 性 期 機 能 
○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供す

る機能  

回 復 期 機 能 

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテー

ションを提供する機能。 

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に

対し、ＡＤＬ（日常生活における基本的動作を行う能力）の向上や

在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機

能（回復期リハビリテーション機能） 

慢 性 期 機 能 

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含

む）又は難病患者等を入院させる機能 

 

検索 
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第２節 将来の医療需要 

１ 入院医療 

１日あたり推計入院患者数は、令和１７年にピークを迎えることが見込まれて 

います。 

特に、７５歳以上の患者の増加数が大きいことが見込まれています。 

 

 

図表 一般・療養病床における入院患者数の将来推計（千葉県） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計 

推計条件：患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 

 

 

二次保健医療圏でみると、入院患者数の対平成２５年度増減率が県平均よりも 

高い地域は、「東葛北部」、「東葛南部」、「山武長生夷隅」、「印旛」です。 

一方、「香取海匝」及び「安房」では、今後、入院患者数の減少傾向が続くと 

見込まれています。  
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図表 患者住所地別入院患者数の対平成２５年度増減率（千葉県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計 

推計条件：患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 

 

１日当たりの推計入院患者数を主な疾患別にみると、入院患者数が最も多い令和 

１７年においては、高齢者に多い大腿骨骨折や成人肺炎、急性心筋梗塞、脳卒中の 
入院患者数が大きく増加すると見込まれています。 

一方、今後、若年女性の人口減少が見込まれることから、「新生児疾患、先天性 
奇形」や「女性生殖器系及び産褥期疾患・異常妊娠分娩」については、入院患者数 
の大幅な減少が見込まれています。 
 
 

図表 主な疾患別入院患者数の推移（千葉県） 
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資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。（推計条件：患者住所地ベース、

パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ））なお、同ツールでは慢性期の医療需要については疾
患別の推計ができないため、「参考：全疾病」以外の推計値には慢性期分の入院患者数を含んで
いない。 

  

入院患者数 
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2013 2025 2030 2035 2040 
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2013 2025 2030 2035 2040 

253.0 193.9 184.8 177.4 159.4 
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２ 在宅医療 

在宅医療等にかかる１日あたりの推計患者数は、令和１７年にピークを迎える 

ことが見込まれています。 

特に増加数が大きいのは、７５歳以上の患者と見込まれます。 

 

 

図表 在宅医療等需要の将来推計（千葉県） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。 
推計条件・患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 
訪問診療患者数は全体の内数であり、平成 25 年度時点の訪問診療に係る地域別・性別・年
齢階級別受療率がその後も変化しないと仮定した場合の推計患者数（参考値）。 
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患者数

（内数）

「在宅医療等」 

地域医療構想策定ガイドラインでは、在宅医療等とは、「居宅、特別養護老人ホ

ーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設＊、

その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病

院・診療所以外の場所において提供される医療を指し、現在の療養病床以外でも

対応可能な患者の受け皿となることも想定」するとしています。 
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二次保健医療圏別にみると、「安房」では令和１２年に、その他の地域において 

は令和１７年に在宅医療等需要はピークを迎えることが見込まれています。特に、 

「東葛南部」、「千葉」及び「東葛北部」においては、令和１７年までに平成２５ 

年度の２倍以上に需要が増加すると見込まれています。 

 

 

図表 患者住所地別在宅医療等需要の対平成２５年度増減率 

 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。 
推計条件・患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 
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図表 患者住所地別訪問診療患者数の将来推計 

（上段：単位 人／日） 

（下段：平成２５年度を１００とした場合の増加率） 

二次保健医療圏 
平成 25 年度 

(2013 年度) 

令和 7年 

(2025 年) 

 令和 12 年 

(2030 年) 

令和 17 年 

(2035 年) 

 令和 22 年 

(2040 年) 

千葉 5,316 

（100） 

10,406 

（196） 

11,942 

（225） 

12,087 

（227） 

11,757 

（221） 

東葛南部 6,825 

（100） 

14,981 

（220） 

17,347 

（254） 

17,571 

（257） 

17,210 

（252） 

東葛北部 7,290 

（100） 

12,791 

（175） 

14,932 

（205） 

15,153 

（208） 

14,534 

（199） 

印旛 2,423 

（100） 
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（142） 
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（172） 
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（182） 
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（177） 

香取海匝 728 

（100） 
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（106） 

828 

（114） 
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（115） 
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（109） 

山武長生夷隅 1,577 

（100） 
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（133） 
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（149） 
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（153） 

2,321 

（147） 

安房 907 

（100） 

981 

（108） 

1,055 

（116） 

1,033 

（114） 

942 

（104） 

君津 770 

（100） 

1,069 

（139） 

1,197 

（155） 

1,217 

（158） 

1,162 

（151） 

市原 530 

（100） 

947 

（179） 
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（207） 

1,130 

（213） 

1,081 

（204） 

計 
26,366 

（100） 

47,481 

（180） 

54,912 

（208） 

55,849 

（212） 

54,095 

（205） 

資料：「地域医療構想策定支援ツール」（厚生労働省）により推計。 

推計条件・患者住所地ベース、パターンＢ（安房医療圏のみパターンＣ） 
平成 25 年度時点の訪問診療に係る地域別・性別・年齢階級別受療率がその後も変化しない
と仮定した場合の推計患者数（参考値）。 
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参考：介護サービス量の見込み 

介護サービス量の見込みは、概ね増加していくものと見込まれます。 

図表 主な介護サービス量の見込みと中長期的な推計（千葉県） 

（上段：単位：人／月、下段：平成２９年度を１００とした場合の増加率） 

サービス種別 
平成 29 年

度 
平成 30 年度 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 7 年度 

指定介護老人福祉施設＊ 

（地域密着型を含む） 

24,025 

（100） 

25,737 

（107） 

26,922 

（112） 

28,485 

（119） 

35,559 

（148） 

介護老人保健施設＊ 
14,024 

（100） 

14,699 

（105） 

14,921 

（106） 

15,316 

（109） 

18,074 

（129） 

指定介護療養型医療施設＊ 
1,052 

（100） 

1,031 

（98） 

1,021 

（97） 

1,012 

（96） 

平成３５年

度末に廃止 

介護医療院＊ 
－ 

 

39 

 

75 

 

104 

 

1,481 

 

特定施設入居者生活介護＊ 

（地域密着型を含む） 

10,171 

（100） 

10,960 

（108） 

11,611 

（114） 

12,515 

（123） 

15,664 

（154） 

認知症対応型共同生活介

護＊ 

6,720 

（100） 

7,091 

（106） 

7,337 

（109） 

7,747 

（115） 

9,274 

（138） 

資料：「千葉県高齢者保健福祉計画（平成３０年度～平成３２年度）」（千葉県）をもとに作成 

 

図表 主な介護サービス量の見込みに係る対平成２９年度増加率（千葉県） 

 

資料：「千葉県高齢者保健福祉計画（平成３０年度～平成３２年度）」（千葉県）をもとに作成 
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第３節 構想区域の設定 

１ 構想区域の意義 

構想区域は、医療法第３０条の４第２項第７号に基づく区域で、二次保健医療圏 

を原則とし、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化等を考慮し、地域におけ

る病床＊の機能の分化及び連携を推進することが相当であると認められる区域で

す。 

 

２ 構想区域の設定 

構想区域は、二次保健医療圏とします。 
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第４節 千葉県が目指すべき医療提供体制 

１ 医療機能別の医療提供体制 

令和７年における病床数の必要量（必要病床数）は、次のとおりです。 

図表 令和７年における医療機能別必要病床数 

（単位：床）  

構想区域 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計

千葉 1,077 3,028 2,520 1,859 8,484

東葛南部 1,376 4,783 4,072 2,779 13,010

東葛北部 1,386 4,227 3,647 2,439 11,699

印旛 594 1,947 1,625 1,382 5,548

香取海匝 289 745 587 560 2,181

山武長生夷隅 104 887 946 994 2,931

安房 308 602 358 373 1,641

君津 232 806 810 522 2,370

市原 284 826 695 335 2,140

千葉県 計 5,650 17,851 15,260 11,243 50,004
 

 

 

なお、安房区域の慢性期病床については、平成２５年度における利用状況や高齢 

者単身世帯割合の状況を考慮し、その推計年次を令和７年から令和１２年とし、 

その必要病床数は４３３床とします。 
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２ 在宅医療等の必要量 

令和７年の在宅医療等の必要量は、次のとおりです。 

図表 令和７年における在宅医療等の必要量 

 （単位：人／日）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「慢性期機能および在宅医療等の需要の将来推計の考え方」 

 

①一般病床の障害者数・難病患者数（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊

疾患入院医療管理料を算定している患者数）については、慢性期機能の医療需要として推計。 

②療養病床の入院患者数については、医療資源投入量とは別に、以下の考え方で慢性期機能及び 

在宅医療等の医療需要を推計する。 

・ 医療区分１の患者数の 70%は、将来時点で在宅医療等で対応する患者数として推計。 

・ その他の入院患者数については、入院受療率の地域差があることを踏まえ、これを解消してい

くことで、将来時点の慢性期・在宅医療等の医療需要として推計。（療養病床で回復期リハビリ

テーション病棟入院料を算定している患者数は、回復期の医療需要とする。） 

③一般病床で医療資源投入量が 175 点未満の患者数については、在宅復帰に向けた調整を要する 

幅を見込み、当該点数未満の患者数を慢性期・在宅医療等の医療需要として推計。 

④訪問診療を受けている患者数については、在宅医療等の医療需要として推計。 

⑤老健施設の入所者数については、在宅医療等の医療需要として推計。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 3月 18 日「第 9 回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」資料より抜粋 

構想区域 在宅医療等の必要量

千葉 15,329

東葛南部 22,651

東葛北部 19,127

印旛 7,054

香取海匝 2,517

山武長生夷隅 4,919

安房 2,064

君津 2,866

市原 2,239

千葉県 計 78,766
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３ 必要病床数と病床機能報告の結果との比較 

必要病床数と令和４年度病床機能報告の結果との比較は図表のとおりです。 

県全体では、回復期機能及び慢性期機能にかかる病床が不足しており、特に 

回復期機能については、全ての区域において不足しています。 

 

病床機能報告制度は、以下の特徴を有しており、必要病床数との比較にあたって 

は、これらの点につき、留意する必要があります。 

・病床機能報告では、高度急性期、急性期、回復期、慢性期について、病床機能の

定量的な基準がなく、病床機能の選択は医療機関の自主的な判断に基づいた報

告であること。 

・病棟単位の報告となっており、複数の医療機能を担う病棟においても、主に  

担っている機能を１つ選択して報告するものであること。 

・病床機能報告は、医療機関が自ら病床機能を選択して報告した結果であるのに対

し、地域医療構想で定める必要病床数の推計に当たっては、法令に基づき、診療

報酬点数等をもとに区分されており、病床機能自体の捉え方が異なるものであ

ること。 

・病床機能報告は、回収率が１００％でないこと。（令和４年度は９２.６％） 

必要病床数は令和７年に必要とされる病床数の推計値であり、医療計画上の病床 

の整備の目標である基準病床数とは異なるものです。 

 

また、病床機能報告制度によって、各医療機関が担っている病床機能のほか、 

具体的な医療の内容に関する項目や構造設備・人員配置、病床の稼働状況等につい

ても明らかにするとともに、医療機関の新設などによる病床の増加等についての

情報なども踏まえながら、将来において過剰又は不足となることが見込まれる病

床機能について、病床の機能の分化及び連携を進めていく必要があります。 

 

  
「地域医療構想を踏まえた病床の整備に当たり都道府県が留意すべき事項について」 

（平成２９年６月２３日付け 医政地発０６２３第１号 厚労省地域医療計画課長通知・抜粋） 

 新たに病床を整備する予定の医療機関に対しては、開設等の許可を待たず、地域医療構想

調整会議への参加を求め、以下の事項等について協議を行うこと。 
○ 新たに整備される病床の整備計画と将来の病床数の必要量との関係性 
○ 新たに整備される病床が担う予定の病床の機能と当該構想区域の病床の機能区分ごと

の将来の病床数の必要量との関係性 等 
 その上で、都道府県医療審議会における議論の際には、地域医療構想調整会議における協

議の内容を参考とすること。 
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第１編 第４章 第４節 千葉県が目指すべき医療提供体制 

 

図表 必要病床数と病床機能報告の結果等との比較 

（単位：床）   

 

 

 
 

「休棟等」：非稼働、健診のための病棟などの外、令和 4 年度病床機能報告の対象医療機関のうち未報告の病床等を含む。 

A B B-A
高度急性期 1,077 1,010 ▲ 67

急性期 3,028 4,018 990
回復期 2,520 1,204 ▲ 1,316
慢性期 1,859 1,692 ▲ 167
休棟等 - 172

計 8,484 8,096 ▲ 388
高度急性期 1,376 1,720 344

急性期 4,783 5,340 557
回復期 4,072 1,904 ▲ 2,168
慢性期 2,779 1,875 ▲ 904
休棟等 - 759

計 13,010 11,598 ▲ 1,412
高度急性期 1,386 2,024 638

急性期 4,227 4,217 ▲ 10
回復期 3,647 1,226 ▲ 2,421
慢性期 2,439 2,075 ▲ 364
休棟等 - 657

計 11,699 10,199 ▲ 1,500
高度急性期 594 1,559 965

急性期 1,947 2,374 427
回復期 1,625 634 ▲ 991
慢性期 1,382 1,782 400
休棟等 - 51

計 5,548 6,400 852
高度急性期 289 67 ▲ 222

急性期 745 1,644 899
回復期 587 273 ▲ 314
慢性期 560 888 328
休棟等 - 93

計 2,181 2,965 784
高度急性期 104 32 ▲ 72

急性期 887 1,379 492
回復期 946 386 ▲ 560
慢性期 994 1,257 263
休棟等 - 215

計 2,931 3,269 338
高度急性期 308 144 ▲ 164

急性期 602 1,105 503
回復期 358 205 ▲ 153
慢性期 373 412 39
休棟等 - 264

計 1,641 2,130 489
高度急性期 232 272 40

急性期 806 1,086 280
回復期 810 213 ▲ 597
慢性期 522 876 354
休棟等 - 196

計 2,370 2,643 273
高度急性期 284 108 ▲ 176

急性期 826 1,351 525
回復期 695 428 ▲ 267
慢性期 335 198 ▲ 137
休棟等 - 81

計 2,140 2,166 26
高度急性期 5,650 6,936 1,286

急性期 17,851 22,514 4,663
回復期 15,260 6,473 ▲ 8,787
慢性期 11,243 11,055 ▲ 188
休棟等 - 2,488

計 50,004 49,466 ▲ 538

区域 医療機能

必要
病床数
（R7年）

令和4年度
病床機能

報告
（R4.7.1）

差し引き

千葉

東葛
南部

東葛
北部

印旛

香取
海匝

山武
長生
夷隅

計

安房

君津

市原
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第５節 千葉県が目指すべき医療提供体制を実現するための施策 

１ 医療機関の役割分担の促進 

○ 高度急性期から在宅医療まで、一連のサービスを地域において総合的に確保す

るため、地域で必要な病床機能等を明らかにし、病床機能の分化及び連携を推進

します。 

○ 地域の中核を担う医療機関や、救急・小児・周産期・がん等の先進・高度・   

特殊医療機能を有する医療機関等の病床機能を明確化し、医療機関の機能強化や

機能の分化を促進するとともに、連携体制の構築を図ります。 

○ 病床機能の分化及び連携を推進するに当たっては、まず、病床機能報告により、

構想区域内の病床機能区分ごとの医療機関の状況を把握した上で、地域医療構想

調整会議等を活用した医療機関相互の協議や自主的な取組が行われることが求

められます。 

〇 公立・公的医療機関等を含む病院・有床診療所について、２０２５年における

役割と医療機能別の病床数を含む具体的対応方針の策定を依頼し、地域医療構想

調整会議等で地域の関係者と共有し協議を実施することで、病床機能の分化及び

連携が一層推進されるよう取り組みます。また、策定された具体的対応方針に変

更が生じた場合や２０２５年以降に医療機能別の病床数等に変更等が生じる場

合には、改めて地域医療構想調整会議等において協議を行います。 

○ 高齢化の進展に伴い、将来的に不足することが見込まれる回復期機能を担う 

病床については、それを充足することができるよう、当該機能を担う病床の増床

や機能転換を促します。また、将来的に病床機能が過剰となることが見込まれる

地域においては、設置主体の特性を踏まえ、地域における役割分担の議論が進む

よう、必要なデータの提供等の支援を行い、丁寧な調整を図ります。 

○ また、医療機関等の連携により、切れ目なく円滑に患者の状態に応じた医療が

提供される必要があるため、人口構造や疾病構造の変化、それに伴う患者の受療

行動の変化などを踏まえ、医療機関が有効な役割分担として機能するための施策

を進めます。 

○ 高齢化による大幅な医療需要の増加が予測される地域では増床等が見込まれ

ます。新たに病床を整備する予定の医療機関に対して、その開設等の許可を待た

ず、地域医療構想調整会議等への参加を求め、地域に必要な医療機能等について

理解を促し、整備計画等との関係性について協議を行うことで、地域の実情に応

じた質が高く効率的な医療提供体制を目指します。 

 

２ 在宅医療の推進 

○ 病気になっても可能な限り住み慣れた生活の場において、必要な医療・介護 

サービスが受けられ、安心して自分らしい生活が実現できるよう、地域包括ケア
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システムの構築が必要です。そのため、病院を退院した患者が自宅や地域で  

必要な医療が受けられるよう、医療機関の役割分担と連携を進めるとともに  

介護との連携を構築し、切れ目のない在宅医療の仕組みづくりを進めます。病院

から在宅復帰に向けては、病状が安定期の要介護者が居宅への復帰を目指す機能

等を担う介護老人保健施設等の役割も重要です。 

○ 在宅医療と介護の連携を推進するためには、市町村が地区医師会等、関係団体

と連携しながら、患者を日常的に支える医療提供体制の整備を進めることが重要

です。訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤管理指導、訪問看護、リハビリテー   

ション、介護など、在宅医療を担う多職種の協働を支援します。 

○ 患者が住み慣れた自宅や地域で安心して療養生活を送れるよう、患者との信頼

関係に基づいて、日頃の健康管理から医療機関の紹介、在宅療養の支援等を担う

「かかりつけ医」を中心とした在宅医療提供体制の整備を図ります。 

○ 医療関係者に対する在宅医療への参入促進事業や、がんや摂食嚥下、看取り、

在宅で必要な専門知識に関する研修を行う等、在宅医療を支える人材の確保・ 

定着を図るとともに、在宅訪問歯科診療等の在宅訪問診療の充実や訪問看護  

ステーション大規模化等、在宅医療の基盤整備を進めます。 

○ 人生の最終段階を自宅で過ごすことに対する不安を解消し、患者が住む場所で

看取りができる環境づくりも重要な課題です。最期まで自分らしく生きるために、

患者自身がどのような最期を迎えたいかを考え、それを実現するために家族等と

話し合って、思いを共有することが必要です。そのため、そうした思いに対応  

できる医療従事者等の養成を推進するとともに、在宅で受けられる医療や介護、

看取りに関する適切な情報提供を推進します。 

 

３ 医療従事者の確保・定着 

○ 安心して誰もが医療サービスを受けられるよう、医師、看護師をはじめとする

医療従事者の確保・定着を図ります。 

○ 千葉県地域医療支援センターや千葉県医療勤務環境改善支援センター等の取

組を推進し、医療従事者の地域偏在の解消と働きやすい環境づくりに向けて取組

みます。 

○ 限られた医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するため、医師、

歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワ

ーカー等の専門職の確保に併せて、各医療職種が連携・補完し合うチーム医療を

推進します。 

○ 専門医制度は、医師の質の向上と良質な医療の提供を目的としています。令和

2 年 3 月の厚労省の調査によると、臨床研修修了者の約 9 割が翌年度から専門研

修を行う予定と回答していることから、研修プログラムの策定にあたっては地域

の医療機関と連携するなど地域医療に配慮したプログラムとすることや、専門医

を適正に配置させることが重要です。 

地域における専門医の定着を図るため、研修施設、大学及び医師会等と連携し、

専門研修プログラムを踏まえながら、地域全体で医師のキャリア形成支援に努め
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るとともに、地域の実情に応じた医療提供体制を構築します。 

○ 引き続き、県内の２つの医学部と連携し、医師の養成・就業を促進します。 

 

４ 地域医療の格差解消 

○ 本県は、地域によって高齢化等の人口動態、医療・介護提供体制、受療動向、

地理的条件等が大きく異なっています。誰もがどこでも安心して医療が受け  

られるよう、地域医療の格差解消に向けて、地域における各医療機関の機能や人

員体制等を踏まえた課題の抽出とともに、地域特性に応じた医療提供体制の実現

に向けて取組みます。 

○ 小児医療や周産期医療、救急医療等、地域により偏在のみられる診療科に  

ついては、医師確保への支援や、医療機関への助成、研修の充実等により、地域

医療の格差解消に努めます。 

○ 高齢化の更なる進展に伴い、複数の疾患を抱える患者の増加が見込まれるなか、

総合診療専門医は、他の領域別専門医や他職種と連携し、地域の医療、介護、保

健等の様々な分野において地域のニーズに対応できる重要な役割を担います。そ

のため、総合診療科の専門研修基幹施設による連携を推進するなど、総合診療専

門医の育成と確保に努めます。 

 

５ 疾病ごとの医療連携システムの構築 

○ 高齢化の進展に伴い、がん、脳卒中＊、急性心筋梗塞＊、成人肺炎、大腿骨骨折

等の疾病の増加が見込まれています。 

○ 脳卒中や急性心筋梗塞等の発症初期における「待てない急性期」への対応に 

ついては、医療機関の機能に応じた役割分担に基づき、効果的な救急医療体制の

構築を進めるとともに、地域で速やかに受療できる医療提供体制を目指します。 

○ 限られた医療資源であっても、質が高く効果的・効率的な医療提供体制を確保

するため、医療資源の適切な活用が図られるよう、地域の実情に応じた医療連携

システムの構築を促進します。また、全県的な対応が必要となる高度な医療に 

ついては、必要に応じて、疾病ごとの圏域を越えた医療連携システムの構築を 

図ります。 

○ 本県は交通利便性が高く、患者の移動可能圏域が広いため、県境に隣接した 

地域や構想区域境に隣接した地域では、急性期＊から回復期への転院、回復期か

ら地域生活期＊への移行において、県境や構想区域をまたぐ受療も生じます。県

を越えた広域連携や構想区域間連携を進めます。 

○ 精神科における合併症入院患者の増加を踏まえた身体疾患を診る科と精神科

の連携を推進します。また、認知症の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）＊や認知症の人

の身体疾患が悪化した場合、できる限り短い期間での退院を目指し、一時的に 

入院治療を行う医療機関と地域の保健医療・介護関係者との連携を推進します。 
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６ 公的医療機関等の役割 

○ 公的病院＊は、各構想区域における基幹病院としての役割を果たすことはもと

より、地域の特性に応じて、救急医療、災害医療、がん医療、周産期医療、小児

医療等の分野や、地域包括ケアシステムの構築に向けて中心的な役割を担う必要

があります。 

〇 公立病院は、令和４年３月に示された「公立病院経営強化ガイドライン」に基

づき、令和５年度までに、「地域医療構想を踏まえた各病院の果たすべき役割」や

「医師・看護師等の確保と働き方改革」、「新興感染症等に備えた平時からの取組

等」を盛り込んだ経営強化プランを策定することとなっています。公立病院は、

策定された経営強化プランに沿って、地域医療構想と整合した持続可能な医療提

供体制の確保に取り組む必要があります。 

○ 公的病院に加え、（独）地域医療機能推進機構や（独）国立病院機構、（独）労

働者健康安全機構が開設する医療機関、地域医療支援病院＊及び特定機能病院に

ついては、その地域において果たしている役割に鑑み、他の医療機関に率先して、

地域医療構想の達成に向けた将来の方向性を示すことが重要です。 

 

７ 地域医療連携推進法人制度の活用 

○ 医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、本構想を達成するため

の一つの選択肢として、地域医療連携推進法人制度が創設されました。地域医療

構想の実現に向けて、病床機能の分担及び業務の連携を進めるに当たっては、 

当該制度の活用も重要です。 

 

８ 県民の適切な受療行動と健康づくり 

○ 本構想の実現に向けては、医療を提供する側だけではなく、医療を受ける県民

の理解や受療行動も重要です。具体的には、生活習慣の改善による疾病予防、  

医療機関の地域連携の理解、不要不急の時間外受診の差し控え等が求められます。 

○ 医療法にも、国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療

提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、 

医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受け

るよう努めなければならないものとされています。 

○ 県、市町村、医療保険者、医療機関等の関係者は、互いに連携・協力しながら

県民に対する保健指導、医療相談、広報等を通じ、県民の適切な受療行動に向け

た啓発を行います。 

○ 県民一人ひとりが健康の状態に応じて生き生きと生活できるよう、個人のみ 

でなく生活背景である家庭・職場・地域にも視点を置いた生活習慣病対策を推進

します。 
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第６節 地域医療構想の推進方策 

１ 病床機能報告制度の活用 

病床の機能の分化及び連携については、まずは病床機能報告制度によって、各医 

療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析し、その結果を踏まえ、地域医療 

構想において定める構想区域における病床の機能区分ごとの将来の医療需要と 

必要病床数を、地域全体の状況として把握し、病床の転換等の取組を進めます。 

 

２ 地域医療構想調整会議等の活用 

地域医療構想は、地域の実情に応じて、県、医療関係者等が話し合い、将来の医 

療需要の変化の状況を共有し、それに適合した医療提供体制を構築するための、 

あくまでも自主的な取組が基本です。 

医療機関の自主的な取組を踏まえ、地域保健医療連携・地域医療構想調整会議等 

を活用した医療機関相互の協議により、将来のあるべき医療提供体制の実現に向け 

て、病床機能の分化及び連携を進めます。 

地域保健医療連携・地域医療構想調整会議等を効果的に運用するため、協議内容 

や医療提供体制の整備の状況を踏まえ、構成員や調整会議のあり方について柔軟に 

見直します。 

 

３ 地域医療介護総合確保基金の活用 

本構想の実現に向けた取組を実効性のあるものとするため、地域医療介護総合確 

保基金を活用し、医療機関の役割分担を促進するとともに、在宅医療の推進や医療 

介護人材の確保等の必要な施策を進めます。  
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地域医療構想調整会議について 

地域医療構想策定ガイドライン（平成２７年３月） 

１ 地域医療構想調整会議 

   地域医療構想調整会議は構想区域ごとに設置することを原則とし、診療に関

する学識経験者等との連携を図りつつ、地域医療構想の実現に向けた具体的な

協議を行う「協議の場」です。 

※千葉県では、地域医療構想の策定の段階から設置しています。 

２ 協議内容 

  ①地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能 

  ②病床機能報告制度による情報等の共有 

  ③地域医療構想の達成の推進に関すること 等 

３ 地域医療構想調整会議の参加者 

   地域医療構想は、幅広い関係者の理解を得て達成を推進する必要があるため、

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市町村など

幅広い者を参加者とすることが望ましい。 

   医療保険者については、必要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議

会に照会の上、選定すること。 

   協議を効果的・効率的に推進する観点から、議事等に応じて参加を求める関

係者（代表性を考慮した病院・診療所、学識経験者等）を柔軟に選定すること。 

 

 

 
地域医療構想調整会議は、協議をより効果的・効率的に進める観点から、

協議内容等に応じて参加を求める関係者を柔軟に選定する等、必要に応じて

会議のあり方についても見直します。 
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